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�

序

情
報
保
護
は
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
非
常
に
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
五
月
に
参
議
院
は
、
私
企
業
な
ら
び

に
公
共
団
体
に
よ
る
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
を
規
律
す
る
合
計
五
つ
の
法
案
を
可
決
し（
１
）

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
日
本
で
も
個
人
情

報
保
護
に
関
す
る
包
括
法
が
で
き（
２
）

た
。
日
本
の
立
法
者
は
、
情
報
保
護
法
を
作
り
出
す
に
際
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
道
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

道
も
と
ら
ず
、
そ
の
「
中
間
の
道
」
を
と
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
法
に
対
し
て
、
日
本
の
情
報
保
護
法
は
さ
ら
に
先
を
行
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
個
人
の
情
報
取
扱
に
つ
い
て
、
若
干
の
部
門
ご
と
の
規
律
の
み
な
ら
ず
、
民
間
事
業
者
の
情
報
取
扱
一�

般�

を
法
的
規
律
の
下
に
置

い
て
い
る
。
他
方
で
、
原
則
と
し
て
情
報
取
扱
の
包
括
的
禁
止
を
規
定
し
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
取
扱
に
つ
き
、
明
示
の
法
規
定
も
し
く
は

翻

訳日
本
の
情
報
保
護
立
法

―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
厳
格
主
義
と

ア
メ
リ
カ
の
レ
ッ
セ
フ
ェ
ー
ル
の
間
で
―
―

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ブ
フ
ナ
ー

平

田

健

治
／
訳
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明
示
の
契
約
に
よ
る
許
諾
を
要
求
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
立
法
者
ほ
ど
に
は
先
に
行
か
な
か
っ（
３
）

た
。

ま
さ
に
日
本
の
情
報
保
護
法
の
こ
の
よ
う
な
中
間
的
位
置
ゆ
え
に
、
そ
の
将
来
の
展
開
と
成
果
が
ア
メ
リ
カ
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に

と
っ
て
も
特
別
な
興
味
を
ひ
く
。
重
要
な
機
能
が
、
特
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
架
け
橋
」
と
し
て
の
機
能
が
、
日
本

法
に
与
え
ら
れ
う
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
は
、
民
間
の
情
報
取
扱
部
門
の
規
律
に
お
い
て
、
今
な
お
相
互
に
広
く
無
理
解
で
和

解
で
き
な
い
形
で
対
立
し
て
い（
４
）

る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
情
報
保
護
法
は
、
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
、
規
制
し
す
ぎ
で
国
家
的
後
見
の
恐
る

べ
き
一
例
で
あ
る
。
逆
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
欠
陥
の
多
い
情
報
保
護
法
は
、
個
人
の
保
護
に
値
す
る

利
害
を
無
視
し
、
商
業
的
利
益
を
不
当
に
優
先
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
世
界
は
電
子
取
引
と
国
際
取
引
の
た
め
に
ま
す

ま
す
一
体
と
な
り
つ
つ
成
長
し
て
い
る
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
は
、
情
報
保
護
（
そ
れ
は
消
費
者
保
護
と
し
て
ま
さ
に
国
境

を
越
え
る
取
引
の
浮
沈
に
と
っ
て
大
き
な
重
要
性
が
与
え
ら
れ
る
が
）
の
領
域
で
も
、
協
調
し
な
が
ら
進
ま
ね
ば
な
ら
な（
５
）

い
。
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
基
本
方
針
に
つ
い
て
日
本
の
情
報
保
護
法
は
、
こ
の
点
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
し
か
る
べ
き
合
意
の
基
礎
を
示

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
の
情
報
保
護
法
を
よ
り
詳
し
く
評
価
す
る
こ
と
は
目
下
の
と
こ
ろ
な
お
時
期
尚
早
で
あ
る
。
一
つ
に
は
、
情
報
保
護
に
関
す
る

規
律
は
、
一
部
は
い
ま
だ
施
行
さ
れ
て
い
な
い
―
例
え
ば
、
民
間
部
門
で
の
情
報
取
扱
の
規
律
は
二
〇
〇
五
年
四
月
が
予
定
さ
れ
て
い

（
６
）

る
。
他
方
で
は
、
中
心
的
な
諸
問
題
が
ま
だ
最
終
的
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
―
例
え
ば
、
監
督
や
情
報
保
護
規
定
の
実
施
が
各
主
務
大

臣
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
個
別
的
に
調
整
さ
れ
る
べ
き
か
、
ど
の
程
度
補
充
的
な
部
門
別
の
規
律
が
作
成
さ
れ
る
べ
き
か
、
特
に
、
通

信
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
、
健
康
、
労
働
の
各
領
域
に
お
い（
７
）

て
。
し
か
し
こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
は
、
新
法
に
ち
な
ん
だ
、
若
干
の
原
則
的

な
事
柄
の
比
較
考
察
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
以
下
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
情
報
保
護
の
状
況
を
概
略
的
に
説
明
し
、
そ

れ
ら
と
日
本
法
を
結
び
つ
け
、
日
本
法
を
国
際
的
文
脈
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
し
た
い
。

翻 訳
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�

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
情
報
保
護
―
民
間
の
情
報
取
扱
規
制
に
お
け
る
抑
制

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
情
報
保
護
は
、
今
日
ま
で
ま
ず
第
一
に
国�

家�

の�

官
庁
に
対
す
る
保
護
で
あ
る
。
国
家
の
情
報
取
扱
に
つ
い

て
の
み
、
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
が
従
来
一
般
的
承
認
を
得
て
い
る
に
す
ぎ
な（
８
）

い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
間
部
門
は
何
ら
情
報
取

扱
に
つ
き
一
般
的
制
限
に
は
服
し
て
い
な
い
。
自
分
自
身
に
か
か
わ
る
情
報
の
取
扱
か
ら
の
個
人
の
保
護
は
、
こ
の
場
合
、
結
果
と
し

て
、
限
定
さ
れ
た
適
用
領
域
を
も
ち
、
異
な
る
保
護
水
準
の
、
部
門
ご
と
の
情
報
保
護
規
律
の
確
立
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ

の
情
報
保
護
法
に
お
け
る
重
要
な
部
門
別
規
制
と
し
て
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

―

一
九
七
〇
年
制
定
の
公
正
信
用
報
告
法
（F

air
credit

reportin
g

A
ct

）。
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
最
初
で
現
在
も
な
お
最
も
重
要
な

情
報
保
護
法
で
、
信
用
情
報
セ
ン
タ
ー
の
情
報
取
扱
実
務
を
規
制
す
る
も（
９
）

の
。

―

グ
ラ
ム
・
リ
ー
チ
・
ブ
ラ
イ
リ
ー
法
（G

ram
m

-L
each

-B
liley

A
ct

）。
金
融
機
関
に
自
己
の
情
報
取
扱
実
務
に
つ
い
て
の
開

示
を
義
務
づ
け
、
第
三
者
で
あ
る
事
業
者
に
非
公
的
個
人
情
報
の
提
供
を
制
限
す
る
も（
１０
）

の
。

―

通
信
部
門
で
は
以
下
の
三
法
が
情
報
保
護
法
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
ケ
ー
ブ
ル
通
信
ポ
リ
シ
ー
法
（C

able
C

om
m

u
n

ication
s

P
olicy

A
ct

（
１１
）
）、
電
子
通
信
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
（E

lectron
ic

C
om

m
u

n
ication

s
P

rivacy

（
１２
）

A
ct

）、
電
気
通
信
法
（T

elecom
m

u
n

i-

cation
s

A
ct

（
１３
）
）
で
あ
り
、
一
定
の
通
信
情
報
な
い
し
通
信
の
秘
密
そ
れ
自
体
を
保
護
す
る
も
の
。

―

オ
ン
ラ
イ
ン
領
域
で
は
、
一
九
九
八
年
の
児
童
オ
ン
ラ
イ
ン
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
法
（C

h
ildren

’s
O

n
lin

e
P

rivacy
P

rotec-

tion
A

ct

）
の
み
が
現
在
の
と
こ
ろ
存
在
し
、
一
三
歳
に
満
た
な
い
児
童
の
情
報
取
扱
を
規
制
す
る
も（
１４
）

の
。

―

二
〇
〇
三
年
四
月
以
降
保
健
機
関
に
お
い
て
も
個
人
を
特
定
で
き
る
健
康
情
報
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
基
準
（S

tan
dards

for
P

ri-

日本の情報保護立法
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vacy
of

In
dividu

ally
Iden

tifiable
H

ealth
In

form
ation

）
の
施
行
で
統
一
的
な
情
報
取
扱
基
準
が
妥
当
し
て
い（
１５
）

る
。

多
数
の
情
報
保
護
規
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
民
間
の
情
報
取
扱
者
に
対
す
る
情
報
保
護
﹇
規
制
﹈
は
ま
っ
た
く

断
片
的
で
あ
る
。
個
々
の
規
制
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
保
護
基
準
を
含
む
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
多
く
は
、
重
大
な
保
護
の
欠
缺
を
有
す
る
。

さ
ら
に
、
多
く
の
領
域
―
例
え
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
領
域
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
領
域
―
は
従
来
わ
ず
か
し
か
あ
る
い
は
全
く
規
制
さ
れ
て

お
ら
ず
、
情
報
を
取
り
扱
う
者
は
全
く
自
由
に
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
る
。

ア
メ
リ
カ
の
立
法
者
の
抑
制
的
態
度
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
以
下
の
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
、
私
的
生
活
領
域
に
対
し
て
い
か
な
る
形
式
で
あ
ろ
う
と
国
家
が
介
入
す
る
こ
と
に
対
す
る
不（
１６
）

信
。

二

民
間
部
門
に
よ
る
情
報
取
扱
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
あ
ま
り
心
配
し
な
い
見
方
。
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
に
お
い
て

は
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
は
、
個
人
の
人
格
発
展
と
さ
ら
に
そ
れ
を
超
え
て
個
人
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
能
力
と
参
加
能
力
に
と
っ
て

基
本
的
意
義
を
与
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
か
よ
う
な
信
念
は
生
じ
て
こ
な
か
っ
た
。
第
三
者
が
個
人
情
報
を
容
易

に
入
手
で
き
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
的
見
方
か
ら
は
、
幾
分
の
不
快
感
（gen

eral
level

of
discom

fort

）
を
生
じ
さ
せ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
広
く
流
布
し
た
考
え
に
よ
れ
ば
、
私
人
の
行
為
を
国
家
的
に
規
制
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
や
む
を
得
な
い
利
害

が
そ
こ
で
か
か
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ（
１７
）

る
。

三

三
番
目
の
か
つ
最
も
重
要
な
観
点
が
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
修
正
一
条
の
言
論
と
出
版
の
自
由
で
あ
る
。
私
的
領
域
、
す
な
わ
ち
個
人

の
情
報
保
護
法
上
の
利
益
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
修
正
一
条
の
言
論
と
出
版
の
自
由
を
ま
ず
一
番
に
尊
重

す
る
こ
と
が
重
要
な
社
会
の
不
可
避
的
随
伴
現
象
と
し
て
、
甘
受
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
的
立
場
か
ら
は
、
言
論
、
出
版
の
自
由
と
情
報

翻 訳

（阪大法学）５４（２―１５４）５３８〔２００４．７〕



保
護
が
直
接
衝
突
す（
１８
）

る
。
日
本
で
メ
デ
ィ
ア
と
作
家
も
情
報
保
護
法
で
把
握
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
点
で
激
し
い
議
論
が
展
開
さ
れ
た

よ
う
に
、
日
本
の
情
報
保
護
法
の
前
史
を
刻
印
し
た
の
も
同
じ
衝
突
で
あ（
１９
）

る
。
日
本
の
立
法
者
は
、
出
版
と
放
送
を
広
く
法
の
適
用
領

域
か
ら
除
外
す
る
こ
と
で
、
こ
の
衝
突
を
解
消
し（
２０
）

た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
領
域
に
限
定
し
た
例
外
を
設
け
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ

カ
の
修
正
一
条
の
憲
法
上
の
枠
組
を
満
た
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
修
正
一
条
の
意
味
で
の
言
論
の
自
由
は
、
情
報
保
護
法
の
文
脈
で

は
、
真�

実�

を�

語�

る�

こ�

と�

が�

で�

き�

る�

権
利
と
い
う
よ
う
に
包
括
的
に
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
言
論
の
自
由
は
、
古
典
的
な
言
論
・
出

版
の
自
由
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
取
扱
―
デ
ー
タ
の
収
集
、
利
用
、
提
供
―
を
保
護
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
と
し
て
、
例

え
ば
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
目
的
で
顧
客
情
報
を
収
集
す
る
電
話
会
社
や
信
用
情
報
を
第
三
者
に
提
供
す
る
信
用
情
報
セ
ン
タ
ー
は
、
修

正
一
条
の
言
論
の
自
由
を
援
用
す
る
﹇
こ
と
が
で
き（
２１
）

る
﹈。

�

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
情
報
保
護
―
許
諾
留
保
を
と
も
な
う
情
報
取
扱
禁
止
の
原
則

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
立
法
者
も
、
言
論
の
自
由
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
の
間
の
衝
突
に
心
を
砕
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
報
保
護
指
令
九

条
は
、
各
加
盟
国
の
情
報
保
護
法
は
、
情
報
保
護
規
定
を
、
表
現
の
自
由
、
情
報
取
扱
の
自
由
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
か
ぎ
り
で
、

制
限
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
。
し
か
し
、
情
報
取
扱
の
優
遇
の
要
件
は
、
情
報
取
扱
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
、
文

学
的
な
、
ま
た
は
芸
術
的
表
現
の
た
め
に
の
み
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
も
日
本
法
も
言
論
の
自
由
の
保

護
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
法
の
程
度
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
特
に
、
純
商
業
的
目
的
の
た
め
に
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
―
例
え
ば
、

顧
客
情
報
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
情
報
、
信
用
情
報
の
場
合
―
は
、
情
報
取
扱
の
優
遇
さ
れ
た
形
式
に
は
含
ま
れ
な
い
。

ア
メ
リ
カ
の
情
報
保
護
法
に
お
い
て
は
、
情
報
の
自
由
が
情
報
保
護
に
対
し
て
原
則
と
し
て
優
位
に
立
つ
の
に
対
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
法
は
反
対
の
評
価
を
下
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
原
則
は
情
報
取
扱
の
自
由
で
は
な
く
、
情
報
取
扱
の
禁
止
で
あ
る
。
情
報
取
扱
は
、
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本
人
が
当
該
情
報
取
扱
に
同
意
し
た
か
、
当
該
情
報
取
扱
が
法
定
の
許
可
要
件
に
当
て
は
ま
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
（
い
わ
ゆ
る
許

諾
留
保
を
と
も
な
う
禁
止
原（
２２
）

則
）。
そ
の
よ
う
な
法
的
許
可
要
件
は
主
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
情
報
取
扱
を
含（
２３
）

む
。

―

契
約
上
の
ま
た
は
法
的
義
務
の
履
行
に
必
要
な
も
の

―

生
命
に
重
大
な
利
益
の
維
持
の
た
め
に
必
要
な
も
の

―

公
的
使
命
の
履
行
に
必
要
な
も
の

法
定
の
許
容
要
件
が
介
入
し
な
い
場
合
に
は
、
個
人
情
報
の
第
三
者
に
よ
る
取
扱
が
許
さ
れ
る
か
否
か
の
唯
一
の
判
断
権
は
本
人
に

存
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
情
報
保
護
法
は
、
以
上
に
よ
り
、
広
く
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
を
考
慮
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
個
人
は
、

自
己
の
個
人
的
生
活
事
実
に
つ
き
、
い
か
な
る
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
限
界
で
、
開
示
さ
れ
る
か
に
つ
き
、
原
則
と
し
て
自
ら
決
定
で

き
る
こ
と
を
意
味
す（
２４
）

る
。
自
己
の
個
人
情
報
の
開
示
、
利
用
に
つ
い
て
の
個�

人�

的�

コ�

ン�

ト�

ロ�

ー�

ル�

・
自�

己�

決�

定�

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
報
保

護
法
の
中
心
的
役
割
を
占
め
て
い
る
。

�

日
本
の
情
報
保
護
―
信
頼
と
配
慮
の
原
則

こ
の
、
個
人
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
観
念
自
体
は
、
ア
メ
リ
カ
法
や
日
本
法
の
基
礎
に
も
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
法

に
お
け
る
情
報
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
「
個
人
情
報
が
取
得
、
開
示
、
利
用
さ
れ
る
条
件
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
個
人
権
」
と
お
お
よ
そ

定
義
さ
れ
て
い（
２５
）

る
。
そ
し
て
ま
た
日
本
の
情
報
保
護
コ
ン
セ
プ
ト
も
、
個
人
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
観
念
に
依
拠
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
個
人
の
情
報
利
用
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
自
ら
な
す
こ
と
を
求
め
る
個
人
の
原
則
的
権
利
が
そ
こ
で
は
問
題
と
な
っ
て
い（
２６
）

る
。
そ
れ
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に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
法
に
お
い
て
は
、
個
人
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
同
程
度
の
具
体
化
を

見
て
は
い
な
い
。
日
本
の
情
報
保
護
法
に
よ
っ
て
も
個
人
は
、
自
己
の
情
報
の
第
三
者
に
よ
る
利
用
に
つ
い
て
の
個
別
的
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
を
制
約
内
で
行
使
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
個
人
の
許
可
を
要
す
る
の
は
、
情
報
取
扱
者
が
個
人
情
報
を
第
三
者
に
提
供
し
よ
う
と
す

る
場（
２７
）

合
と
情
報
取
扱
者
が
情
報
を
本
人
に
当
初
通
知
し
た
目
的
以
外
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
場（
２８
）

合
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
に
つ
い
て

は
、
個
人
情
報
の
取
扱
に
つ
い
て
の
本
人
の
同
意
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
情
報
取
扱
者
は
、
情
報
収
集
の
前
に
、
い
か
な
る

目
的
で
個
人
情
報
を
収
集
し
利
用
す
る
か
を
、
本
人
に
説
明
す
る
か
、
第
三
者
か
ら
収
集
す
る
場
合
に
は
遅
滞
な
く
取
扱
目
的
を
本
人

に
通
知
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ（
２９
）

る
。
す
な
わ
ち
、
本
人
は
情
報
提
供
さ
れ
る
が
、
こ
れ
と
自
己
の
情
報
に
つ
い
て
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
日
本
の
法
律
の
特
性
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
情
報
保
護
法
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
の
根
本
的
相
違
を
示
唆
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
日
本
の
﹇
規
律
の
﹈
起
点
は
、
す
べ
て
の
当
事
者
が
お
互
い
に
情
報
を
得
て
お
り
、
信
頼
し
あ
っ
て
お
り
、
公
正
に
共
存

し
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
上
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
情
報
取
扱
者
は
個
人
に
情
報
提
供
し
、

情
報
収
集
に
際
し
公
正
か
つ
誠
実
に
行
動
し
、
自
己
の
約
束
を
守
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
情
報
保
護
法
は
そ
の
よ
う
な
根
本
的
信
頼
を
知

ら
ず
、
む
し
ろ
「
最
悪
の
事
態
」
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
経
済
力
と
優
越
し
た
知
識
を
、
最
大
限
の
情
報
を
獲
得

し
、
そ
こ
か
ら
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
犠
牲
の
下
に
最
大
限
の
経
済
的
利
益
を
引
き
出
す
た
め
に
用
い
る
情
報
取
扱
者
を
前
提
と
し

て
い
る
。
情
報
保
護
法
の
文
献
は
、
こ
れ
に
対
応
し
て
個
人
の
歯
止
め
な
き
デ
ー
タ
処
理
と
い
う
危
険
に
つ
い
て
詳
し
く
扱
っ
て
い
る
。

個
人
が
自
己
の
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
情
報
取
扱
者
と
本
人
の
間
に
少
な
く
と
も
一
定
の

力
の
バ
ラ
ン
ス
を
作
り
出
す
た
め
に
、
必
然
的
な
一
歩
な
の
で
あ
（
３０
）

る
。
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個
人
の
自
己
決
定
の
事
実
上
の
転
換
の
問
題

し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
お
け
る
情
報
保
護
法
の
努
力
は
、
個
人
に
自
己
決
定
権
を
与
え
る
こ
と
に
決
し
て
と
ど
ま
っ
て
は
い
な

い
。
た
と
え
個
人
が
自
己
の
情
報
に
対
す
る
権
利
を
有
す
る
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
が
必
然
的
に
、
個
人
が
こ
の
権
利
を
有
効
に
行
使

し
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な（
３１
）

い
。
懸
念
は
、
む
し
ろ
個
人
が
自
己
の
権
利
を
押
し
通
す
力
も
知
識
も
有
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
事
業
者
が
法
律
行
為
締
結
の
際
に
、
個
人
が
自
己
の
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
も
同
意
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
場
合

に
、
事
実
上
、
否
と
い
う
可
能
性
を
有
し
な
い
と
い
う
懸
念
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
個
人
が
自
己
の
情
報
取
扱
に
同
意
す
る
際
―
個
人
が

そ
の
こ
と
に
注
意
を
払
わ
な
い
の
で
あ
れ
、
必
要
な
理
解
が
欠
け
る
の
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
提
供
に
よ
っ
て
同
意
を
買
い
取
ら
せ
る
の

で
あ
れ
―
に
、
そ
の
同
意
が
も
た
ら
す
帰
結
を
意
識
し
て
い
な
い
と
い
う
懸
念
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
情
報
取
扱
へ
の
同
意
と
い
う

要
件
、
こ
れ
は
ま
さ
に
そ
れ
自
体
情
報
に
か
か
わ
る
自
己
決
定
の
表
現
で
あ
る
が
、
部
分
的
に
は
か
な
り
消
極
的
に
評
価
さ
れ
る
。
他

方
、
個
人
に
自
己
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
に
つ
い
て
の
自
立
的
、
自
己
責
任
的
扱
い
の
能
力
が
な
い
と
す
る
場
合
に
、
い
か
な

る
別
の
選
択
肢
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
お
そ
ら
く
考
え
ら
れ
る
の
は
、
禁
止
と
命
令
に
よ
る
情
報
保
護
の
さ

ら
な
る
法
化
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
―
し
か
し
、
そ
れ
は
、
情
報
保
護
法
が
今
日
す
で
に
そ
の
規
定
の
実
効
性
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
苦
し

ん
で
い
る
た
め
、
よ
り
い
っ
そ
う
説
得
的
で
は
な
い
方
法
で
あ（
３２
）

る
。
情
報
保
護
の
詳
細
な
法
化
は
現
実
の
実
務
と
矛
盾
す
る
。
多
様
な

多
く
の
規
範
、
個
別
規
定
の
詳
細
さ
は
、
権
利
者
に
と
っ
て
も
義
務
者
に
と
っ
て
も
同
様
に
、
遵
守
し
主
張
を
す
る
こ
と
は
言
う
に
及

ば
ず
、
自
己
の
権
利
義
務
を
知
る
こ
と
を
困
難
な
ら
し
め
る
。
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情
報
保
護
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

実
効
性
の
欠
如
と
い
う
問
題
に
よ
り
、
同
時
に
、
私
の
叙
述
の
、
次
の
か
つ
最
後
の
点
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
情
報
保

護
規
律
の
監
督
と
執
行
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
の
三
つ
の
異
な
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム

が
考
慮
で
き（
３３
）

る
。

―

と
り
わ
け
本
人
に
、
情
報
取
扱
者
に
対
す
る
照
会
と
訂
正
を
求
め
る
権
利
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
可
能
と
な
る
、
本
人
自
身

に
よ
る
「
本
人
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

―

い
わ
ゆ
る
情
報
保
護
受
任
者
と
い
う
形
式
の
情
報
取
扱
担
当
部
署
に
よ
る
「
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

―

国
家
が
特
別
な
情
報
保
護
監
督
官
庁
に
監
督
業
務
を
与
え
る
「
第
三
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
と
っ
て
、
と
り
わ
け
、
国
家
の
独
立
し
た
情
報
保
護
監
督
庁
を
通
し
て
の
国
家
の
「
第
三
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
自
由
市
民
の
国
家
に
よ
る
規
制
と
後
見
の
（
恐
怖
の
）
シ
ン
ボ
ル
で
あ（
３４
）

る
。
日
本
の
情
報
保
護
立
法
の
前

段
階
で
も
、
独
立
し
た
情
報
保
護
庁
の
設
立
が
要
求
さ
れ
た
が
、
否
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
当
初
野
党
か
ら
主
張
さ
れ
た
独
立
し
た
情

報
保
護
庁
の
要
求
は
、
政
府
に
よ
り
、
現
下
の
規
制
緩
和
の
努
力
に
反
す
る
も
の
と
し
て
拒
否
さ
れ（
３５
）

た
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
も
、

国
家
に
よ
る
第
三
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
存
在
す
る
。
日
本
法
に
よ
れ
ば
、
情
報
保
護
法
上
の
規
律
の
監
督
と
実
施
に
つ
い
て
は
、
主
務

大
臣
が
責
任
を
負
う
―
そ
の
際
、
個
々
の
大
臣
の
管
轄
は
、
具
体
的
な
情
報
取
扱
者
が
ど
の
部
門
に
属
す
る
か
に
よ
り
ま
ず
判
断
さ
れ

（
３６
）

る
。
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利
害
関
係
者
に
よ
る
「
本
人
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
の
理
念
も
日
本
法
の
基
礎
に
あ
る
。
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
本
人
に
情
報
取
扱
の
目

的
を
情
報
提
供
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
保
存
さ
れ
て
い
る
情
報
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
修
正
要
求
に
も
応
ず
る
必

要
が
あ（
３７
）

る
。
個
人
は
こ
の
よ
う
に
し
て
一
定
の
範
囲
で
は
あ
る
が
、
自
ら
情
報
取
扱
の
態
様
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
事
業
内
部
で
情
報
保
護
を
受
任
さ
れ
た
者
に
よ
る
「
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
シ
ス
テ
ム
は
日
本
法
に
は
強
制

的
な
も
の
と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な（
３８
）

い
。
も
っ
と
も
二
〇
〇
四
年
四
月
の
閣
議
決
定
「
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
基
本
方
針
」

に
よ
れ
ば
、
事
業
者
の
情
報
保
護
管
理
者
の
任
用
は
、
事
業
者
が
講
ず
べ
き
重
要
な
措
置
と
さ
れ
て
い（
３９
）

る
。

将
来
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
以
下
の
こ
と
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
当
に
情
報
取
扱
を
受
け
た
者
の
た
め
の
個

人
の
特
別
な
救
済
手
段
が
日
本
の
情
報
保
護
法
に
ど
の
程
度
受
容
さ
れ
る
べ
き
か
の
点
で
あ
る
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
被
害
者
に
、

介
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
情
報
保
護
監
督
官
庁
に
相
談
す
る
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
日
本
法
に
よ
れ
ば
、
情
報

保
護
法
規
違
反
の
場
合
に
行
動
を
起
こ
す
か
否
か
は
監
督
大
臣
の
裁
量
に
依
存
し
て
い（
４０
）

る
。
さ
ら
に
、
不
法
行
為
に
加
え
、
独
自
の
情

報
保
護
法
上
の
責
任
規
範
を
導
入
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
個
人
の
有
効
な
権
利
保
護
の
要
請
に
よ
り
よ
く
対
処
す
る
た
め
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
依
拠
し
て
、
独
自
の
責
任
構
成
要
件
の
枠
内
で
、
立
証
責
任
の
転
換
や
無
過
失
責
任
を
創
設
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

よ（
４１
）

う
。

�

ま
と
め

以
上
の
私
の
話
の
目
的
は
、
若
干
の
点
を
素
材
に
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
情
報
保
護
法
上
の
規
律
端
緒
の
相

違
と
共
通
性
を
述
べ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
は
、
そ
の
際
中
間
の
道
を
と
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
―
そ
の
か
ぎ
り
で
は
ア

メ
リ
カ
法
を
超
え
て
―
原
則
的
に
、
公
私
の
情
報
取
扱
の
す
べ
て
の
領
域
を
把
握
す
る
包�

括�

的�

な�

情
報
保
護
法
を
公
布
し
た
。
他
方
で
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は
、
日
本
法
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
比
較
す
る
と
、
よ
り
厳
格
で
も
な
く
、
よ
り
不
信
的
で
も
な
い
。
日
本
法
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と

異
な
り
、
関
係
者
が
公
正
か
つ
信
頼
的
に
相
互
に
交
流
す
る
こ
と
の
能
力
と
覚
悟
に
信
頼
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
的
中
間
の
道

が
将
来
の
情
報
保
護
法
の
要
求
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
か
を
我
々
は
関
心
を
も
っ
て
見
守
り
た
い
。

著
者
の
紹
介

本
論
文
は
、
ブ
フ
ナ
ー
氏
が
大
阪
大
学
法
学
研
究
科
附
属
法
政
実
務
連
携
セ
ン
タ
ー
招
へ
い
研
究
者
と
し
て
短
期
滞
在
さ
れ
た
折
り

に
、
Ｅ
Ｕ
科
研
研
究
会
第
二
ユ
ニ
ッ
ト
研
究
会
の
報
告
と
し
て
二
〇
〇
四
年
三
月
一
六
日
に
な
さ
れ
た
も
の
の
翻
訳
で
あ
る
。
ブ
フ
ナ

ー
氏
は
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
大
学
で
ベ
ー
ル
教
授
の
下
で
「
国
際
管
轄
法
に
お
け
る
原
告
・
被
告
の
保
護
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
博
士

論
文
を
書
き
、
目
下
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
国
際
私
法
研
究
所
（
所
長
は
ケ
ー
ラ
ー
教
授
）
の
助
手
を
務
め
つ
つ
、
教
授
資
格
取
得
論

文
の
執
筆
中
で
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
に
留
学
経
験
が
あ
り
、
修
士
号
を
同
大
学
で
取
得
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
報
告
は
、
研

究
会
側
の
要
請
に
応
じ
、
日
米
欧
の
個
人
情
報
保
護
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
を
比
較
し
て
い
た
だ
い
た
。
語
学
上
の
制
約
か
ら
、
日
本
法

に
は
あ
ま
り
深
い
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
教
授
資
格
取
得
論
文
執
筆
に
向
け
て
準
備
さ
れ
て
い
る
問
題
関
心
の
一
端
を
披
露
し

て
い
た
だ
い
た
。
当
日
の
報
告
後
の
議
論
で
は
、
も
う
少
し
法
の
機
能
の
多
層
性
や
、
各
法
秩
序
に
固
有
な
事
情
を
考
慮
し
な
い
と
、

有
効
な
比
較
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
た
だ
、
そ
れ
を
短
時
間
で
報
告
す
る
の
は
無
理
で
、
基
本
的
枠

組
理
解
に
は
有
益
な
素
材
と
視
角
を
時
宜
に
即
し
て
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。
我
々
自
身
が
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
課
題
が
突
き
付

け
ら
れ
た
思
い
が
す
る
。

（
１
）

S
h

izu
o

F
u

jiw
ara

,
K

om
m

en
tar

zu
m

D
aten

sch
u

tzgesetz
(2003),

S
.

9
;

zu
r

E
n

tw
icklu

n
g

der
japan

isch
en

D
aten

sch
u

tzgesetzgebu
n

g
au

s
deu

tsch
er

S
ich

t
sieh

e
au

ch
R

o βn
agel

/
S

ch
olz,

D
aten

sch
u

tz
in

Japan
,

D
u

D
2000,
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454.

（
２
）

K
ojin

joh
o-H

ogo-H
o

(A
ct

on
P

erson
al

In
form

ation
P

rotection
).
（
３
）

Ｅ
Ｕ
情
報
保
護
指
令
（R

ich
tlin

ie
95

/46
/E

G
,

A
B

l.
E

G
vom

23.
11.

1995,
N

r.
L

281
/31

）
七
条
を
参
照
。
七
条
は
加
盟

国
が
個
人
情
報
取
扱
を
認
め
う
る
場
合
の
包
括
的
カ
タ
ロ
グ
を
含
む
。

（
４
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
規
律
端
緒
が
異
な
る
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
み
た
も
の
と
し
て
例
え
ば
、C

ate,
P

rivacy
in

th
e

In
form

ation
A

ge
(1997),

S
.

47
f.:

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
最
初
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
立
法
の
場
所
で
あ
り
、
現
在
で
は
世
界
で
も
っ
と
も

包
括
的
な
情
報
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
あ
る
場
所
で
あ
る
。
…
﹇
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
比
べ
﹈
情
報
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
対
し
て
よ
り
大
き
な
保
護

を
与
え
る
規
制
を
あ
る
い
は
﹇
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
に
﹈
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
よ
り
大
き
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
示
す
規
制
を
想
像
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
情
報
保
護
指
令
の
外
国
へ
の
個
人
情
報
の
引
渡
に
関
す
る
規
律
に
関
し
て
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
対
立
し
た
こ
と

も
特
徴
的
で
あ
る
。
前
記
指
令
二
五
条
に
よ
れ
ば
、
引
渡
が
許
容
さ
れ
る
に
は
第
三
国
に
お
け
る
「
妥
当
な
保
護
水
準
」
が
必
要
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
へ
の
デ
ー
タ
引
渡
に
つ
い
てsafe

h
arbor

原
則
と
い
う
形
で
な
さ
れ
た
妥
協
に
よ
っ
て
両
当
事
者
は
満
足
し
て
い
な
い
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
情
報
保
護
の
担
い
手
か
ら
は
、
こ
の
原
則
は
十
分
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
立
場
か
ら
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
観
点
に
あ
ま
り
に
譲

歩
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

（
５
）

以
下
の
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。R

eiden
berg,

E
-C

om
m

erce
an

d
T

ran
s-A

tlan
tic

P
rivacy,

38
H

ou
s.

L
.

R
ev.

717,
718

(2001)：

約
一
〇
年
に
わ
た
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
衝
突
を
前
も
っ
て
処
理
し
て
き
た
。
情

報
保
護
指
令
に
従
う
包
括
的
な
保
護
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
国
内
法
化
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
企
業
の
自
己
規
制
の
間
で
、
汎
大
西
洋
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
政
策
は
調
和
が
な
い
状
態
が
続
い
て
き
た
。
今
や
電
子
取
引
の
急
激
な
成
長
が
こ
の
長
い
前
処
理
の
背
景
を
も
つ
汎
大
西
洋
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
政
策
の
対
立
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。

（
６
）

S
h

izu
o

F
u

jiw
ara

,K
om

m
en

tar
zu

m
D

aten
sch

u
tzgesetz

(2003),S
.151.

（
７
）

P
rivacy

an
d

A
m

erican
B

u
sin

ess,
S

pecial
Issu

e
on

C
on

su
m

er
P

rivacy
in

Japan
an

d
th

e
N

ew
N

ation
al

P
rivacy

L
aw

(N
ovem

ber
2003),S

.23.

（
８
）

S
ieh

e
den

F
ederal

P
rivacy

A
ct

(1974),
5

U
.

S
.

C
.§

552,
bezieh

u
n

gsw
eise

sein
e

P
en

dan
ts

au
f

bu
n

desstaatli-

ch
er

E
ben

e.

翻 訳

（阪大法学）５４（２―１６２）５４６〔２００４．７〕



（
９
）

15
U

.S
.C

.§
§

1681
ff.

（
１０
）

15
U

.
S

.
C

.§
§

501
ff.;

der
G

ram
m

-L
each

-B
liley

A
ct

stam
m

t
au

s
dem

Jah
re

1999
u

n
d

ist
au

ch
u

n
ter

dem

N
am

en
F

in
an

cial
M

odern
ization

S
ervices

A
ct

bekan
n

t.
（
１１
）

47
U

.
S

.
C

.§
§

521
ff.;
§

551
des

C
able

C
om

m
u

n
ication

s
P

olicy
A

ct
gibt

K
abelku

n
den

ein
In

form
ation

s-,

Z
u

gan
gs-

u
n

d
K

orrektu
rrech

t.
D

ie
V

erarbeitu
n

g
von

K
u

n
den

daten
ist

n
u

r
u

n
ter

bestim
m

ten
V

orau
ssetzu

n
gen

zu
lässig.

（
１２
）

18
U

.
S

.
C

.§
§

2510
ff.,§
§

2701
ff.;

S
ch

u
tzgegen

stan
d

des
E

lectron
ic

C
om

m
u

n
ication

s
P

rivacy
A

ct
(E

C
P

A
)

ist
die

V
ertrau

lich
keit

der
K

om
m

u
n

ikation
.

（
１３
）

47
U

.S
.C

.§
222.

本
条
は
、
顧
客
情
報
の
取
扱
を
規
律
し
、
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
利
用
・
引
渡
は
法
律
上
認
め
ら
れ
て
い
る
場

合
か
顧
客
自
身
が
同
意
し
た
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
。

（
１４
）

15
U

.S
.C

.§
§

6501
ff.

（
１５
）

い
わ
ゆ
るP

rivacy
R

u
le

(45
C

.
F

.
R

.§
§

160,
164)

。
こ
の
基
準
は
連
邦
一
律
の
最
低
限
で
あ
り
、
よ
り
厳
格
な
各
州
法
は
そ
れ

と
並
ん
で
な
お
有
効
性
を
保
持
す
る
。

（
１６
）

V
ergleich

e
R

eid
en

berg
,S

ettin
g

S
tan

dards
for

F
air

In
form

ation
P

ractice
in

th
e

U
.S

.P
rivate

S
ector,

80
Iow

a
L

.

R
ev.497,501

(1995).

（
１７
）

S
o

etw
a

die
E

n
tsch

eidu
n

g
des

U
.

S
.

C
ou

rt
of

A
ppeals

in
U

.
S

.
W

est,
In

c.
v.

F
C

C
,

182
F

.3
d

1224,
1235

(10th

C
ir.1999)

。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
控
訴
裁
判
所
判
決U

.S
.W

est,In
c.v.F

C
C

,182
F

.3
d

1224,1235
(10

th
C

ir.1999)

は
、

人
々
が
我
々
に
関
す
る
情
報
に
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
不
快
の
一
般
的
レ
ベ
ル
は
、
実
質
的
な
国

家
の
利
害
に
ま
で
上
昇
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
述
べ
る
。

（
１８
）

Z
u

diesem
K

on
flikt

im
am

erikan
isch

en
R

ech
t

sieh
e

ein
erseits

V
olokh

,
F

reedom
of

S
peech

an
d

In
form

ation

P
rivacy

:
T

h
e

T
rou

blin
g

Im
plication

s
of

a
R

igh
t

to
S

top
P

eople
F

rom
S

peakin
g

A
bou

t
Y

ou
,

52
S

tan
.

L
.

R
ev.

1049

(2000)
u

n
d

an
dererseits

S
ch

w
artz,

F
ree

S
peech

vs.
In

form
ation

P
rivacy

:
E

u
gen

e
V

olokh
’s

F
irst

A
m

en
dm

en
t

Ju
-

rispru
den

ce,52
S

tan
.L

.R
ev.1559

(2000).
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（
１９
）

S
ieh

e
die

B
erich

terstattu
n

g
in

den
japan

isch
en

M
edien

:
T

h
e

Japan
T

im
es

vom
24.

M
ai

2003
(M

agazin
es

to

figh
t

on
over

n
ew

privacy
law

s“);
Japan

T
oday

vom
26.M

ai
2003

(” G
oodbye

freedom
of

speech
“).

（
２０
）

S
ieh

e
§

50
A

bs.1
N

r.1
des

P
erson

al
In

form
ation

P
rotection

A
ct.

（
２１
）

例
え
ば
、U

.
S

.
W

est,
In

c.
v.

F
C

C
,

182
F

.3
d

1224
(10

th
C

ir.
1999)

は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
目
的
で
の
顧
客
情
報
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
顧
客
の
事
前
の
明
示
の
同
意
を
必
要
と
さ
せ
る
こ
と
は
修
正
第
一
条
と
調
和
し
な
い
と
述
べ
る
。

（
２２
）

A
rt.

7
der

R
ich

tlin
ie

:
” D

ie
M

itgliedstaaten
seh

en
vor,

dass
die

V
erarbeitu

n
g

person
en

bezogen
er

D
aten

le-

diglich
erfolgen

darf,w
en

n
ein

e
der

folgen
den

V
orau

ssetzu
n

gen
erfü

llt
ist

:
...“.

（
２３
）

Im
E

in
zeln

en
:

A
rt.7

B
u

ch
st.b)

bis
f)

der
R

ich
tlin

ie.

（
２４
）

S
ieh

e
zu

m
K

on
zept

der
in

form
ation

ellen
S

elbstbestim
m

u
n

g
au

s
S

ich
t

des
deu

tsch
en

R
ech

ts
das

V
olks-

zäh
lu

n
gsu

rteil
des

B
u

n
desverfassu

n
gsgerich

ts
vom

15.D
ez.1983

(B
V

erfG
E

65,1,42).

（
２５
）

S
o

die
D

efin
ition

der
am

erikan
isch

en
In

form
ation

In
frastru

ctu
re

T
ask

F
orce

(” P
rin

ciples
for

P
rovidin

g
an

d

U
sin

g
P

erson
al

In
form

ation
“).

R
ech

tsprech
u

n
g

u
n

d
R

ech
tsleh

re
stü

tzen
sich

au
f

gleich
e

oder
äh

n
lich

e

D
efin

ition
en

;
sieh

e
U

n
ited

S
tates

v.
R

eporters
C

om
m

.
for

F
reed

om
of

th
e

P
ress,

489
U

.
S

.
749,

763
(1989);

W
es-

tin
,P

rivacy
an

d
F

reedom
(1967),S

.7.

（
２６
）

S
ieh

e
P

rivacy
an

d
A

m
erican

B
u

sin
ess,

S
pecial

Issu
e

on
C

on
su

m
er

P
rivacy

in
Japan

an
d

th
e

N
ew

N
ation

al

P
rivacy

L
aw

(N
ovem

ber
2003),

S
.

5
:

” B
y

1980,
th

e
Japan

ese
con

cept
of

,privacy‘
h

ad
broaden

ed
to

in
clu

de
a

gen
eral

claim
of

in
dividu

als
to

con
trol

in
form

ation
abou

t
th

em
selves“.

（
２７
）

S
ieh

e
§

23
des

P
erson

al
In

form
ation

P
rotection

A
ct.

（
２８
）

S
ieh

e
§

16
des

P
erson

al
In

form
ation

P
rotection

A
ct.

（
２９
）

S
ieh

e
zu

sam
m

en
fassen

d
P

rivacy
an

d
A

m
erican

B
u

sin
ess,

S
pecial

Issu
e

on
C

on
su

m
er

P
rivacy

in
Japan

an
d

th
e

N
ew

N
ation

al
P

rivacy
L

aw
(N

ovem
ber

2003),S
.18.

（
３０
）

例
え
ば
、S

im
itis,K

om
m

en
tar

zu
m

B
u

n
desdaten

sch
u

tzgesetz
(2003),§

1
R

dn
.

51

は
、
個
人
が
自
己
の
個
人
情
報
に
対

す
る
影
響
力
を
も
た
な
い
場
合
に
は
、
個
人
が
道
具
化
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
を
語
る
。
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（
３１
）

G
ru

n
dlegen

d
zu

m
F

olgen
den

S
im

itis,K
om

m
en

tar
zu

m
B

u
n

desdaten
sch

u
tzgesetz

(2003),§
4

a
R

dn
.2

ff.

（
３２
）

Z
u

m
P

roblem
des

V
ollzu

gsdefizits
vor

allem
in

der
(gren

zü
bersch

reiten
den

)
O

n
lin

e-W
elt

sieh
e

R
oβn

agel,
in

:

H
an

dbu
ch

D
aten

sch
u

tzrech
t

(2003),K
ap.3.4

R
dn

.18
f.
（
３３
）

V
ergleich

e
G

ola/
K

lu
g

,G
ru

n
dzü

ge
des

D
aten

sch
u

tzrech
ts

(2003),S
.100

f.

（
３４
）

例
え
ば
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。C

ate,
P

rivacy
in

th
e

In
form

ation
A

ge
(1997),

S
.

200
:

大
抵
の
論
者
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
指

令
に
沿
っ
た
立
法
が
も
し
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
採
用
さ
れ
た
な
ら
ば
、
官
僚
的
悪
夢
と
な
る
だ
ろ
う
こ
と
に
同
意
し
た
。

（
３５
）

P
rivacy

an
d

A
m

erican
B

u
sin

ess,
S

pecial
Issu

e
on

C
on

su
m

er
P

rivacy
in

Japan
an

d
th

e
N

ew
N

ation
al

P
rivacy

L
aw

(N
ovem

ber
2003),S

.15
f.

（
３６
）

Z
u

den
A

u
fgaben

u
n

d
Z

u
stän

digkeiten
der

M
in

isterien
sieh

e
die
§
§

32
ff.des

P
erson

al
In

form
ation

P
rotection

A
ct.

（
３７
）

S
ieh

e
§

15
(Z

w
eckfestlegu

n
g),§

25
(A

u
sku

n
ft),§

26
(K

orrektu
r)

des
P

erson
al

In
form

ation
P

rotection
A

ct.

（
３８
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
お
い
て
も
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
手
段
と
し
て
の
内
部
情
報
保
護
受
任
者
の
設
置
は
強
制
的
な
も
の
で
は
な
く
、
多

く
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
選
択
肢
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
（G

ola/S
ch

om
eru

s,
B

u
n

desdaten
sch

u
tzgesetz

K
om

m
en

tar
(2002),§

4
f

R
dn

.
2

）。
ド
イ
ツ
法
で
は
情
報
保
護
受
任
者
の
設
置
は
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
（sieh

e§
4

f
B

D
S

G

）。
こ
の
点
は
公
共
団
体
で
は
一
般

的
に
、
民
間
事
業
者
で
は
一
定
の
規
模
以
上
の
も
の
あ
る
い
は
情
報
取
扱
の
種
類
に
依
存
し
て
妥
当
す
る
。

（
３９
）

訳
者
注

本
閣
議
決
定
は
平
成
一
六
年
四
月
二
日
に
な
さ
れ
、
個
人
情
報
保
護
法
の
第
七
条
第
一
項
が
政
府
に
基
本
方
針
を
策
定
す
る

義
務
を
課
し
て
い
る
こ
と
に
対
応
す
る
。
内
容
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
の
方
向
性
を
示
し
、

こ
れ
に
則
し
て
具
体
的
な
実
践
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。

（
４０
）

P
rivacy

an
d

A
m

erican
B

u
sin

ess,
S

pecial
Issu

e
on

C
on

su
m

er
P

rivacy
in

Japan
an

d
th

e
N

ew
N

ation
al

P
rivacy

L
aw

(N
ovem

ber
2003),S

.24.

（
４１
）

Ｅ
Ｕ
情
報
保
護
指
令
二
三
条
第
一
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。「
加
盟
国
は
以
下
の
こ
と
を
規
定
す
る
。
違
法
な
取
扱
に
よ
り
、
損
害
を
被
っ

た
者
は
、
当
該
取
扱
に
責
任
を
負
う
者
か
ら
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
。」
同
条
第
二
項
に
よ
れ
ば
、
加
盟
国
は
、
責�

任�

を�

負�

う�

者�

が
そ
の
損
害
が
自
己
に
帰
せ
ら
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
に
免
責
さ
れ
る
旨
を
規
定
で
き
る
。
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